
　

例
年
10
月
に
開
催
を
予
定
し
て
い
ま

し
た
「
コ
ス
モ
ス
ま
つ
り
」
に
つ
い
て
、

万
全
の
安
全
対
策
な
ど
を
検
討
す
る
な

ど
し
、
何
と
か
実
施
す
る
方
向
で
協
議

し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
が
見
通
せ

な
い
こ
と
か
ら
、
残
念
で
す
が
中
止
し

ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
産
業
振
興
係

　

図
書
館
が
休
館
す
る
前
に
借
り
た
本

は
返
却
は
お
済
み
で
す
か
。
借
り
た
本

を
長
く
手
元
に
置
い
て
お
く
と
、
次
に

借
り
た
い
人
を
待
た
せ
る
だ
け
で
な
く

紛
失
や
汚
れ
、
破
れ
に
よ
る
弁
償
が
発

生
し
た
り
、
貸
出
の
制
限
を
受
け
た
り

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

外
出
の
自
粛
で
返
却
で
き
な
か
っ
た

本
や
Ｃ
Ｄ
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
な
ど
が
あ
り
ま
し

た
ら
至
急
返
却
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

図
書
館

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を

お
知
ら
せ
す
る
た
め

に
送
付
さ
れ
て
い
た

個
人
番
号
通
知
カ
ー

ド
が
５
月
25
日
で
廃

止
と
な
り
ま
し
た
。

記
載
さ
れ
た
氏
名
・

　

５
月
10
日
号
で
お
知
ら
せ
し
て
い
ま

し
た
６
月
７
日
（
日
）
の
環
境
美
化
の

日
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
拡
大
防

止
の
た
め
、
中
止
と
な
り
ま
し
た
。
中

止
に
伴
う
順
延
は
あ
り
ま
せ
ん
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
環
境
係

　

６
月
は
児
童
手
当
現
況
届
の
提
出
が

必
要
で
す
。
現
況
届
は
、
受
給
者
の
令

和
元
年
の
所
得
状
況
と
６
月
１
日
現
在

の
養
育
状
況
を
確
認
し
、
児
童
手
当
の

受
給
資
格
を
審
査
す
る
も
の
で
す
。
現

況
届
の
提
出
が
な
い
と
、
受
給
資
格
が

あ
っ
て
も
６
月
分
以
降
の
児
童
手
当
が

受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
５
月
に
児
童
手
当
認
定
請
求

書
を
提
出
し
た
人
で
、
６
月
分
よ
り
支

給
と
な
る
人
は
令
和
２
年
度
に
限
り
現

住
所
な
ど
が
住
民
票
と
一
致
す
る
場
合

に
限
り
当
面
の
間
、
引
き
続
き
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
を
証
明
す
る
書
類
と
し
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
で
き
な
く
な
る
手
続
き

▽
氏
名
・
住
所
な
ど
の
記
載
事
項
の
変
更

▽
新
規
発
行
・
再
交
付

※
紛
失
し
た
場
合
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

入
り
の
住
民
票
を
取
得
し
て
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
住
民
係

　

水
巻
エ
ー
ル
飯
支
援
冊
子
に
掲
載
を

希
望
す
る
飲
食
店
を
募
集
し
ま
す
。
こ

れ
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
負
け
ず

に
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
・
デ
リ
バ
リ
ー
を
行 

っ
て
い
る
町
内
の
飲
食
店
を
支
援
す
る

た
め
の
取
り
組
み
で
す
。
メ
ニ
ュ
ー
な

ど
の
詳
細
な
情
報
を
よ
り
多
く
の
人
に

手
に
取
っ
て
も
ら
う
た
め
、
冊
子
を
製

作
し
ま
す
。

●
対　

象　

テ
イ
ク
ア
ウ
ト
・
デ
リ
バ

リ
ー
を
行
っ
て
い
る
町
内
の
飲
食
店

●
申
込
方
法　

申
請
書
に
必
要
事
項
を

記
入
し
て
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で

申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

▽
メ
ー
ル　

syoukou@
tow

n.m
izum

 
aki.lg.jp

▽
Ｆ
Ａ
Ｘ　

２
０
１
局
４
４
２
３
番

▽
郵
送
先　

〒
８
０
７-

８
５
０
１
水
巻
町

役
場
産
業
振
興
係
（
住
所
不
要
）

※
申
請
書
は
役
場
産
業
振
興
係
窓
口
や

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
取
得
で
き
ま
す
。

●
申
込
期
限　

６
月
10
日
（
水
）
消
印

有
効

●
問
い
合
わ
せ　

詳
し
く
は
役
場
産
業

振
興
係
へ

　

各
種
相
談
事
業
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
の
拡
大
防
止
の
た
め
、
５
月
は
電

話
相
談
の
み
と
し
ま
し
た
。

　

６
月
以
降
の
対
応
も
流
動
的
な
た

め
、
相
談
予
定
の
人
は
問
い
合
わ
せ
て

く
だ
さ
い
。

【
住
民
相
談
】

　

日
常
の
悩
み
を
一
人
で
抱
え
込
ま
ず

に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

●
と　

き　

毎
週
月
曜
日
・
金
曜
日
午

後
１
時
～
４
時

※
受
け
付
け
は
午
後
３
時
30
分
ま
で
で
す
。

※
相
談
は
電
話
で
も
受
け
付
け
ま
す
。

●
相
談
員　

住
民
相
談
員

【
無
料
法
律
相
談
】

●
と　

き　

６
月
９
日
（
火
）・
25
日

（
木
）
午
後
１
時
～
４
時

●
定　

員　

各
７
人
（
先
着
順
）

●
対　

象　

町
内
に
住
ん
で
い
る
人

●
申
込
開
始
日　

６
月
２
日
（
火
）
午

前
８
時
30
分

●
相
談
員　

弁
護
士

【
行
政
相
談
】

　

毎
日
の
暮
ら
し
の
中
で
、
行
政
に
対

す
る
意
見
や
要
望
、
苦
情
な
ど
は
あ
り

ま
せ
ん
か
。

況
届
の
提
出
は
不
要
で
す
。
手
続
き
が

必
要
な
人
に
は
、
６
月
上
旬
に
現
況
届

の
用
紙
を
送
付
し
ま
す
。

●
と
こ
ろ　

役
場
１
０
２
会
議
室

●
提
出
期
限　

６
月
30
日
（
火
）

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
子
育
て
支
援
係

　

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
た
め
コ
ン
ビ
ニ
で

の
所
得
（
課
税
・
非
課
税
）
証
明
書
の

発
行
を
一
時
停
止
し
ま
す
。
停
止
日
は

次
の
と
お
り
で
す
。

●
停
止
日　

５
月
28
日（
木
）、６
月
１

日（
月
）午
前
６
時
30
分
～
正
午

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
住
民
係

　

後
期
高
齢
者
医
療
加
入
者
を
対
象
に

口
腔
機
能
の
低
下
や
肺
炎
な
ど
を
予
防

す
る
た
め
歯
科
健
診
を
実
施
し
ま
す
。

対
象
者
に
は
５
月
下
旬
に
受
診
券
を
郵

送
し
ま
す
。

●
対　

象　

昭
和
19
年
４
月
１
日
～
昭

和
20
年
３
月
31
日
生
ま
れ
の
人

※
長
期
入
院
・
施
設
入
所
の
人
は
除
き

ま
す
。

●
受
診
方
法　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

の
発
生
状
況
を
踏
ま
え
、
歯
科
医
院

に
事
前
に
連
絡
の
う
え
受
診
し
て
く

だ
さ
い
。

●
費　

用　
３
０
０
円

●
受
診
期
間　

６
月
～
12
月

●
問
い
合
わ
せ　

詳
し
く
は
後
期
高
齢

者
医
療
広
域
連
合
☎
（
０
９
２
）
６

５
１
局
３
１
１
１
番
へ

　

古
着
を
回
収
し
、
自
動
車
の
内
装
材

に
リ
サ
イ
ク
ル
し
て
い
ま
し
た
が
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
拡
大
防
止
の
た

め
リ
サ
イ
ク
ル
工
場
が
操
業
を
中
断
し

て
い
ま
す
。
そ
れ
に
伴
い
古
着
の
受
け

入
れ
を
休
止
し
た
の
で
、持
ち
込
ま
ず
、

自
宅
で
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

●
と　

き　

当
面
の
間

●
と
こ
ろ　

役
場
リ
サ
イ
ク
ル
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
・
図
書
館

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
環
境
係

　

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
推
進
の
た
め
、
夏
季

軽
装
（
ク
ー
ル
ビ
ズ
）
に
取
り
組
み
ま

す
。
ネ
ク
タ
イ
非
着
用
や
Ｐ
Ｒ
ポ
ロ
シ

ャ
ツ
の
着
用
な
ど
、
職
員
の
軽
装
に
ご

理
解
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
町
民
の
皆
さ
ん
も
役
場
に
は

ど
う
ぞ
軽
装
で
来
庁
し
て
く
だ
さ
い
。

●
実
施
期
限　

10
月
30
日
（
金
）

●
内　

容　

軽
装
勤
務
の
普
及
・
定
着
、

夏
季
の
適
正
冷
房
温
度
（
28
℃
）
の

推
進

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
人
事
秘
書
係

●
と　

き　

10
月
11
日
（
日
）

●
と
こ
ろ　

九
州
国
際
大
学
（
八
幡
東

区
平
野
）

●
費　

用　

９
７
０
０
円

●
申
込
方
法　

受
験
申
込
要
領
に
添
え

ら
れ
て
い
る
申
込
用
封
筒
を
用
い
、

（
公
社
）
福
岡
県
介
護
支
援
専
門
員

協
会
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

※
申
し
込
み
は
郵
送
の
み
受
け
付
け
し

ま
す
。

●
申
込
期
間　

６
月
４
日
（
木
）
～
７

月
３
日
（
金
）
消
印
有
効

●
問
い
合
わ
せ　

詳
し
く
は（
公
社
）福 

岡
県
介
護
支
援
専
門
員
協
会
☎
（
０

９
２
）
４
３
１
局
４
５
９
０
番
へ

　

遠
賀
川
河
口
域
で
は
、
不
法
係
留
船

対
策
を
行
っ
て
い
ま
す
。
次
の
重
点
的

撤
去
区
域
で
も
、
不
法
係
留
船
に
行
政

指
導
を
行
い
自
主
的
に
移
動
・
撤
去
し

な
い
場
合
は
強
制
撤
去
な
ど
が
実
施
さ

れ
ま
す
。

●
重
点
的
撤
去
区
域　

遠
賀
川
水
系
西

川
と
遠
賀
川
と
の
合
流
点
か
ら
上
流

へ
約
８
０
０
メ
ー
ト
ル
の
区
間
（
芦

屋
町
高
浜
町
・
芦
屋
町
浜
口
町
）

●
問
い
合
わ
せ　

詳
し
く
は
遠
賀
川
河

川
事
務
所
占
用
調
整
課
☎
（
０
９
４

９
）
２
２
局
１
８
３
０
番
へ

６
月
７
日
（
日
）

環
境
美
化
の
日
は
中
止
で
す

Ｄ
Ｖ
相
談
+
（
プ
ラ
ス
）

相
談
受
付
が
始
ま
り
ま
し
た

後
期
高
齢
者
の

歯
科
健
診

児
童
手
当
現
況
届
の
提
出
は

６
月
30
日
（
火
）
ま
で

介
護
支
援
専
門
員

実
務
研
修
受
講
試
験
を
実
施

秋
の
コ
ス
モ
ス
ま
つ
り

中
止
し
ま
す

古
着
リ
サ
イ
ク
ル

休
止
の
お
知
ら
せ

コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス

一
時
停
止
の
お
知
ら
せ

社
会
福
祉
協
議
会
の

相
談
事
業

遠
賀
川
河
口
域
の

不
法
係
留
船
対
策

　

行
政
相
談
で
は
総
務
大
臣
か
ら
委
嘱

を
受
け
た
行
政
相
談
委
員
が
相
談
を
受

け
付
け
て
い
ま
す
。

●
と　

き　

６
月
１
日
（
月
）
午
後
１

時
～
４
時

※
受
け
付
け
は
午
後
３
時
30
分
ま
で
で
す
。

●
相
談
員　

行
政
相
談
委
員

【
共
通
事
項
】

●
と
こ
ろ　

社
会
福
祉
協
議
会
（
い
き

い
き
ほ
ー
る
２
階
）

●
問
い
合
わ
せ　

社
会
福
祉
協
議
会

　

☎
２
０
２
局
３
７
０
０
番

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
拡
大
防
止

に
よ
る
外
出
自
粛
な
ど
に
よ
り
、
Ｄ
Ｖ

が
増
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
緊
急

対
策
と
し
て
、「
Ｄ
Ｖ
相
談+

（
プ
ラ
ス
）

☎
（
０
１
２
０
）
２
７
９
局
８
８
９
番
」

で
相
談
受
付
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
電

話
、メ
ー
ル
は
24
時
間
受
付
し
て
お
り
、

チ
ャ
ッ
ト
で
も
相
談
で
き
ま
す
。英
語
、

中
国
語
、
韓
国
語
な
ど
の
外
国
語
相
談

に
も
対
応
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
従
来
ど
お
り
「
Ｄ
Ｖ
相
談
ナ

ビ
☎
（
０
５
７
０
）
０
局
５
５
２
１
０

番
」
で
の
電
話
相
談
も
受
け
付
け
て
お

り
、
福
岡
県
の
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援

セ
ン
タ
ー
に
つ
な
が
り
ま
す
。

※
緊
急
の
場
合
は
、
１
１
０
番
へ
通
報

し
て
く
だ
さ
い
。

※
メ
ー
ル
、
チ
ャ
ッ
ト
な
ど
は
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジhttps://soudanplus.jp/

で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
地
域
協
働
係 【遠賀・中間の休日救急医療】

遠賀中間休日
急病センター ☎ 282-9919

水巻町役場 ☎ 201-4321
FAX　201-4423

中央公民館 ☎ 201-0401
FAX　201-0411

南部公民館 ☎ 202-2472
FAX　202-2473

子育て
支援センター

☎ 203-5772
FAX　203-5806

ほっと
ステーション

（児童少年相談センター）

☎ 203-1555
FAX　203-1553

図書館 ☎ 201-5000
FAX　201-0995

歴史資料館 ☎ 201-0999

障害者
福祉センター ☎ 201-0794

サクラほーる
（高齢者福祉センター） ☎ 201-3344

いきいきほーる
健康課

☎ 202-3212
FAX　202-3621

総合運動公園
・スポーツ振興係
・テニスコート 

☎ 201-4000
☎ 201-5757

コミュニティ無線
確認ダイヤル ☎ 201-9119

北九州市上下水道局
・お客様センター
・西部工事事務所 

☎ 582-3031
☎ 644-7820

生 活 情 報

INFORMATION

新型コロナウイルス
感染の疑い
▷平日 8：30-17：15
　宗像・遠賀保健福祉環境事務所

☎ 0940-36-6098
▷夜間・休日
　保健所夜間休日緊急連絡番号

☎ 092-471-0264

夏
季
軽
装
（
ク
ー
ル
ビ
ズ
）
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す

掲
載
飲
食
店
を
募
集

水
巻
エ
ー
ル
飯
支
援
冊
子

忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？

本
の
返
却

個
人
番
号
通
知
カ
ー
ド

廃
止
の
お
知
ら
せ

有
料
広
告
欄
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No 講座名 内　容

１ 情報公開制度 情報公開制度の内容や請求手続き方法など

２ 財政状況 町財政の推移状況や今後の展望など

３ 議会の仕組み 町議会の仕組みと役割

４ 防災・減災 防災・減災・自主防災組織の概要など

５ 身近な税の話
住民税や固定資産税・マイホームと税の仕組み・パートと税の仕
組みなど

６ マイナンバー制度 社会保障や税番号制度、通知カード、個人番号カードなど

７ 選挙の話 選挙の種類や投票など

８ 消費者力を高めよう
身近にある消費者トラブルの実態や被害に遭わないための対
処法など

９ ごみの分別とリサイクル
町のごみの現状やごみ減量化に向けた分別方法、生ごみ処理
機器補助金などの紹介

10 下水道計画の話 下水道年度計画や下水道受益者負担金、使用料など

11
国民健康保険・

後期高齢者医療保険
国民健康保険・後期高齢者医療保険の概要や給付内容、医
療費が高額になったときの手続きなど

12 国民年金制度 年金制度の役割や手続きなどの基礎的な知識を説明

13 高齢者への福祉サービス 在宅サービスの内容や利用方法など

14 介護保険制度 制度の仕組みやサービスの内容、利用方法など

15 認知症サポーター養成講座 認知症の正しい知識や対応の仕方など

16 認知症予防 認知症の予防方法を紹介

17 権利擁護 成年後見制度や日常生活自立支援事業の概要など

18 障がい者へのサービス 障がい者に対する理解や福祉サービス、手帳など

19
高齢者や障がい者の

住まいづくり
高齢者や障がい者の住宅をバリアフリー化するための知恵、
工夫の話

20 元気になろう、健康レシピ 糖尿病や高血圧など生活習慣病から身を守る食事の工夫を伝授

21 楽しんでますか？育児 乳児検診や予防接種の受け方など子育て支援制度を説明

22 生活習慣病などの予防 生活習慣病やガンの原因、予防方法など

23
町の歴史と文化財を

たずねて
町の歴史や文化財（堀川、炭鉱、大イチョウなど）をスライド
を交えたり、現地をガイドしたりして説明

24 オランダ交流と十字架の塔 日蘭中学生交流や慰霊団の経緯、その成果など

25 これって児童虐待？ 児童虐待の定義や現状、児童少年相談センターの役割

26
インターネットを安全に

利用するために
インターネットの危険性や SNS の正しい利用方法など

27 みんなで考える人権講座 日常生活の中に潜むいろいろな人権問題を考える

28 生涯学習とは 「生涯学習って何」から「実際に活動できる場」の話まで

行
政
出
前
講
座

皆さんの
「聞きたい・知りたい」
を届けます

●収入基準の年収早見表／年間総収入額（税込）

※給与所得者が１人で、そのほかに収入のある人がなく、また同居の扶養親族の控除以外 
には各種の控除がない場合の収入基準です。

町営住宅 構造 間取り 階数 家賃 戸数

高　松 中耐５階建 6-6-4.5-K ３階 18,000 円 １

二 中耐３階建 6-6-6-DK ３階 15,700 円～
30,900 円 １

鯉　口
中耐５階建 6-6-6-K ４階 20,000 円 １

中耐５階建 6-6-6-K １階（車いす対応） 21,000 円 １

【共通事項】
▷応募者が多い場合は、抽選で入居者を決めます。
▷低階層（１・２階）は、当選者の中から高齢者・身体障がい者世帯

を優先します。
▷車いす対応住宅への申し込みには、条件があります。

【二町営住宅】
▷入居者の収入に応じて家賃を設定します。
▷３DK の部屋は単身での入居はできません。

合　計 ４

　

行
政
出
前
講
座
で
は
、
住
民
の
皆
さ

ん
の
リ
ク
エ
ス
ト
に
応
じ
て
、
希
望
す

る
時
間
・
場
所
に
町
職
員
が
出
向
き
、

町
の
取
り
組
み
や
暮
ら
し
に
役
立
つ
情

報
な
ど
を
紹
介
し
ま
す
。

●
開
催
時
間
　
午
前
10
時
～
午
後
９
時

の
90
分
以
内

※
土
曜
日
・
日
曜
日
・
祝
日
も
開
催
し

ま
す
。

※
担
当
課
の
業
務
な
ど
で
、
必
ず
し
も

希
望
の
時
間
ど
お
り
に
開
催
で
き

な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
開
催
場
所
　
住
民
の
皆
さ
ん
が
手
配

し
た
町
内
の
会
場

※
住
民
の
皆
さ
ん
が
出
前
講
座
の
主
催

者
と
な
り
ま
す
の
で
、
事
前
・
当
日

の
準
備
を
し
て
く
だ
さ
い
。

●
対
　
象
　
町
内
に
住
ん
で
い
る
ま
た

は
勤
め
て
い
る
人
で
構
成
さ
れ
た

10
人
以
上
の
団
体

●
費
　
用
　
無
料

※
講
師
代
は
無
料
で
す
が
、
会
場
代
や

講
座
に
必
要
な
材
料
費
な
ど
は
主

催
者
の
負
担
で
す
。

●
申
込
方
法
　
実
施
予
定
日
の
20
日
前

ま
で
に
役
場
生
涯
学
習
係
窓
口
（
中

央
公
民
館
内
）
に
あ
る
申
込
書
で

申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。
申
込
書

は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
　
役
場
生
涯
学
習
係
（
中

央
公
民
館
内
）☎
２
０
１
局
４
３
２
１
番

町
職
員
な
ど
が
講
師
を
務
め
る

全
28
講
座

●申込期間　５月 25 日（月）～６月３日（水）
●公開抽選日　６月 30 日（火）
●入居可能日　７月 15 日（水）
●申込資格　次の条件を全て満たす人
①町内に住所または勤務先がある
②同居している親族があるか、同居しよ

うとする親族がある（結婚予定者を含
みます）

※年齢などで単身入居ができる場合があります。
③申込者と同居親族の収入の合計が収入基準以下である
④住宅に困っている
⑤入居する世帯の全員が町営住宅内で円満な社会生活

ができる
⑥税などの滞納がない
⑦暴力団員ではない
●申込方法　町営住宅係窓口へ申請書と必要書類を提

出してください。
※申し込みは１世帯１戸です。
※公営住宅契約者の人は、申し込みができない場合が

あります。
●問い合わせ　詳しくは役場町営住宅係☎201-4321へ

世帯
階層

収入月額
申込者以外の同居の扶養親族の人数

０人 １人 ２人 ３人 ４人

一般 158,000 円
以下

2,967,999 円
以下

3,511,999 円
以下

3,995,999 円
以下

4,471,999 円
以下

4,947,999 円
以下

裁量 214,000 円
以下

3,887,999 円
以下

4,363,999 円
以下

4,835,999 円
以下

5,311,999 円
以下

5,787,999 円
以下

●募集戸数

【裁量階層世帯とは】
　高齢者・障がい者世帯などは裁量階層世帯と
呼ばれ、収入基準が上記の年収早見表の最下段
のように緩やかになります。
①次のいずれかに該当する人がいる世帯
▷身体障がい者（身体障害者手帳１～４級）
▷精神障がい者（精神障害者保健福祉手帳１～３級）
▷知的障がい者（療育手帳重度または中程度）
▷戦傷病者手帳の交付を受けている人（恩給法別

表第一号表の特別項症～第六項症と第一款症）
▷原子爆弾被爆者の医療に関する法律により医

療給付に関する認定を受けている人
▷海外からの引揚者（厚生労働大臣の証明した人）

で、引き揚げた日から５年を経過していない人
▷ハンセン病療養所などの入所者
▷中学校卒業までの子ども
② 60歳以上の人のみの世帯（18 歳未満の人が

同居する場合も含みます）
※例外もあるため、詳しくは問い合わせてください。

町営住宅入居者募集
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